	＜注意事項＞
　①耐用年数（機器により異なるが概ね５年）以内に売却した場合、補助金の返納が必要になる場合があります。
  ②経営規模の縮小や経営を止めた場合、補助金の返納が必要になる場合があります。

  ③導入の翌年から１年後までの間は、成果の報告が必要です。
　④導入の翌々年から４年間、運用状況の報告が必要です。


	


実施要領別紙
別紙様式第１号－１
事業実施計画書
１　申請者概要
	飼養畜種：　　　　　□　豚　　　　　□　採卵鶏

	飼養規模：　別添定期報告書（家畜伝染病予防法第１２条の４の規定による家畜飼養者等
　　　　　　からの報告）の写しのとおり（注）

	整備予定農場の所在地　　　〒


	　□　個人　　
　　　　　　　添付書類：住民票抄本

	　□　法人（農事組合法人及び農地所有適格法人含む）
　　　　　　　添付書類：登記事項証明書（履歴事項全部証明書）、定款

	※以下は、法人（農事組合法人及び農地所有適格法人含む）のみ記載すること。

	設立年月日
　　年　　　月　　　日
	資本金
（千円）
	従業員数　
常時：　　　　　　　　　　人
臨時：　　　　　　　　　　人

	みなし大企業
	· 該当する　　　　　　□　該当しない


（注）　事業実施年度の前年度２月１日時点の報告書のみ有効とする。
２　取組目標
　取組目標とする項目の□に「✓」を記入し、目標値欄には数値（％）で記載してください。
（注）　複数選択可ですが、成果報告時には、選択した目標毎に報告する必要があります。

	
	取組目標
	備考
	目標値（％）

	（１）生産性の向上

	□
	ア　生産量の増
	（銘柄等特定の規格が定められているものの生産量増については、その規格等詳細をこの欄に記載すること）
	

	□
	イ　家畜の事故率の低減
	
	

	□
	ウ　枝肉上物率の向上
	
	

	□
	エ　売上の向上
	
	

	□
	オ　その他生産性の向上が見込
まれるもの
	（取組目標について記載すること）
	

	（２）労働量の低減

	□
	ア　労働時間の低減
	
	

	□
	イ　作業従事人数の減
	
	


３　取組の目的及び事業内容
４　事業費等
（注）　・同一機器等を複数個導入する場合には、その単価が見積書で確認できること。
　　  　・複数種類の機械機器等を導入する場合には、種類毎に記載すること。

　　　　・機械機器等の導入に際して、システムの設計や専用ソフトの導入に係る経費
　　　　　が生じる場合は、見積書でその内訳が確認できることとし、「合計金額」に
　　　　　は、当該経費を含む事業対象経費の合計を記載すること。
　　　　・□には、該当するものに「✓」を記入すること。
（１）ＩＣＴ・ＩｏＴ等スマート農業技術を活用した機械機器等の整備計画
	以下事業経費は、　□　機械機器等整備費のみ

　　　　　　　　　□　システム構築費あるいはシステム運用環境整備経費を含む

	機械機器等の名称及び

導入台数
	税抜き価格
	税込み価格
	備　考

	
	             円


	            円


	

	合　　　　　計
	　　　　　　円
	　　　　　　円
	


（２）事業費の区分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

	区分
	予算額

	県補助金
	

	自己負担
	

	その他
	


５　提出書類
　（１）　導入希望機械機器等の仕様書（カタログ写し可）
　（２）　見積書
